
 

 

 

(1) 本人の同意があるとき。 

 

(2) 法令等に定めがあるとき。 

 

(3) 出版、報道等により公にされているとき。 

 

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない

と認められるとき。 

 

(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で

あって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

 

(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関若しくは国等に提

供する場合であって、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相

当な理由があると認められるとき。 

 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が、志摩市情報公開・個人情報

保護審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。 

 


